
 

 

環境・エネルギー対策特別委員会会議記録 

 

環境・エネルギー対策特別委員長 高橋 雪文 

 

１ 日時 

  平成 20 年９月４日（木曜日） 

  午前 10 時４分開会、午前 11 時 59 分散会 

２ 場所 

  第４委員会室 

３ 出席委員 

  高橋雪文委員長、菅原一敏副委員長、及川幸子委員、大宮惇幸委員、関根敏伸委員 

 中平均委員、小野寺研一委員、熊谷泉委員、亀卦川富夫委員、工藤勝博委員 

 木村幸弘委員、阿部富雄委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  晴山担当書記、佐々木担当書記 

６ 説明のため出席した者 

  経済産業省 資源エネルギー庁 エネルギー戦略推進室長 市村 知也 氏 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

 （１） 地球温暖化防止対策の今後の動向－北海道・洞爺湖サミットを受けて－ 

 （２） 次回の委員会運営について 

 （３） 委員会調査について 

９ 議事の内容 

○高橋雪文委員長 おはようございます。ただいまから環境・エネルギー対策特別委員会を

開会いたします。これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております

日程のとおり、地球温暖化防止対策に関する調査を行いたいと思います。 

 本日は、講師として経済産業省資源エネルギー庁エネルギー戦略推進室の市村知也室長

をお招きしておりますので、御紹介いたします。 

○市村知也講師 市村でございます。 

○高橋雪文委員長 市村室長の御略歴につきましては、お手元に配付した資料のとおりで

ございますので、御覧いただきたいと思います。 



 本日は、「地球温暖化防止対策の今後の動向」と題しまして、北海道洞爺湖サミットにお

ける諸外国との合意事項なども踏まえて、今後の我が国の地球温暖化防止の対応に関する

貴重なお話をいただくことになっております。 

 それでは、これから講師のお話をいただくことといたしますが、後ほど講師を交えての質

疑、意見交換の時間を設けさせていただいておりますので、御了承願いたいと思います。そ

れでは、市村室長よろしくお願い申し上げます。 

 （パワーポイントにより説明） 

○市村知也講師 皆さんおはようございます。資源エネルギー庁で、御案内いただきました

ようにエネルギー戦略推進室長を拝命いたしております市村でございます。本日はよろし

くお願い申し上げます。 

 御案内いただいたように、きょうは時間をいただきまして、地球温暖化防止の対策につい

てお話をさせていただきたいと思います。とりわけ御案内いただきましたように、ことしは

洞爺湖サミットが７月にございまして、環境問題が大変大きなテーマの１つでございまし

た。洞爺湖サミットに先立ちまして、ことしは日本のサミット議長の年ということでござい

まして、今も実はまだ日本の議長の権限というのですか、これは続いておりますけれども、

洞爺湖サミットに先立ちましてＧ８のエネルギー大臣会合による会合でございますとか、

環境大臣による会合といったように、サミットに至るまでにさまざまな閣僚級の会合が開

かれました。この中でも、やはり地球温暖化の問題あるいはエネルギーの問題というのは大

変多くの場で議論されてきました。きょうはそんなことも踏まえながら、 近の動向、それ

から今後の動向といったことをお話しさせていただければというふうに考えております。 

 きょう私が用意したプレゼンテーションの中では、ちょっと基本に戻って地球温暖化問

題とは何だっただろうかというお話、これは皆さんも御案内のところかもしれませんけれ

ども、振り返らせていただいて、それから我が国がとっている基本的な戦略についてお話し

させていただいて、その後、先ほど申し上げましたような国際議論の動向をお話しさせてい

ただきたいと思います。 

 後に、本委員会におきましては、新エネルギーの普及についての御議論をされていると

伺っておりますので、地球温暖化問題に絡めてとりわけ新エネルギーの導入について国の

ほうでどんなことをやっているか、あるいは考えているか、これからやろうとしているかと

いうようなことを 後にお話しさせていただきたいと、こんなふうに思っております。 

 まず、地球温暖化問題とはということで、少し基本的な話になって恐縮ですけれども、時

間を割いてお話させていただきたいと思います。皆さんのお手元に紙を用意していただい

ているようで、全く同じものがスクリーンに出ておりますので、どちらでも御覧いただけれ

ばというふうに思います。 

 これはよく出てくる図ですけれども､ここ 150 年くらいの気温上昇の動きを見たものでご

ざいます。100 年間で平均気温が約 0.74℃の上昇をしておりますけれども､さらにこの直近

の 50 年で見てみると､その上昇傾向は過去 100 年のほぼ２倍になっているということでご



ざいます。そして、さらに一番右に近いほう、ちょっと見にくいですけれども、 近 25 年

の動きというものを見てみると、さらに上昇傾向が強くなっているということでございま

す。 

 1980 年ころからでしょうか、この温暖化の問題というのが世界のさまざまな場で議論が

始まりまして、92 年の地球サミットという国連の全加盟国が集まる会議でございますけれ

ども、ここで気候変動枠組条約、いわゆる気候変動の基本となる条約が署名に開放されたと

いうことで、各国が署名をして 94 年には発効したということでございます。 

 そのあと、この条約のもとで、さらに具体的な各国の義務であるとか、取り組みの内容を

決めることが必要でございまして、これが有名な 97 年に合意された京都議定書というもの

でございます。このあとの動きは御案内のとおりでございますけれども、2000 年に入りま

して米国がブッシュ政権に入りまして、地球温暖化政策を発表しましたけれども、これは事

実上、京都議定書からの離脱、米国は自分で地球温暖化対策をするけれども、京都議定書に

は加わらないということになったわけでございます。日本は、同じ年ですけれども、京都議

定書を批准しております。 

 その後、2004 年に入りまして、ロシアが議定書を批准いたしました。議定書は批准を皆

さんがしても、それを発効するかどうかというのは新たに別の要件がございまして、この京

都議定書の場合は 55 カ国以上が締結をすること、それから締結をした附属書Ⅰ国、これは

削減の義務を負う国でございますけれども、この二酸化炭素の批准年時点での合計が全体

の 55％以上を満たすということがございました。ロシアが京都議定書を批准したことによ

ってこの条件が満たされまして、2005 年に京都議定書が発効したわけでございます。その

後、我が国としてはこの議定書で定められた目標を達成されるべく、目標達成計画というも

のを決定してございます。 

 このあと、御案内のとおりことしに入りまして、京都議定書の約束期間というものに入っ

ておりまして、2008 年から 2012 年までが約束期間になってございます。その後 2013 年以

降の枠組みについて、今国連でも議論が始まっていると、こんな状況でございます。 

 この気候変動枠組条約京都議定書、これは御案内のとおりでございますけれども、温暖化、

温室効果ガスの濃度を安定化させるということでございますし、原則として、共通だが、差

異のある責任及び各国の能力に基づいて、これを達成するのだということがうたわれてお

ります。現在、締約国数は 192 カ国地域でございます。これは 191 カ国プラスＥＣ委員会と

いうことでございます。 

 京都議定書では、さらに具体的な内容を決めておりまして、先進国全体で 90 年比、少な

くとも５％削減でございます。各国には法的な拘束力のある数値目標を設定しておりまし

て、下の枠にありますように、日本は御案内のとおり 90 年比でマイナス６％、米国はマイ

ナス７％、ただしこれは批准をしておりませんので、彼らには義務化は行っていない。ＥＵ

はＥＵ全体としてマイナス８％と、こんなことになっているわけでございます。 

 それから御案内のとおり、柔軟性措置、いわゆるフレキシブル・メカニズムというのがあ



りまして、京都メカニズムというのが定められておりまして、この中にＪＩ、ＣＤＭ、排出

権取り引き、これは他国で余っている排出権があれば買ってきてもいいということである

とか、あるいは他国で削減努力をして、協力をして、してあげた分は自分の国の排出権とし

て譲り受けることができる、このような措置を定めたものでございます。 

 それから、気候変動の問題を話しておりますとＩＰＣＣとよく出てくるわけでございま

すけれども、これは気候変動に関する政府間パネルということを言っておりますけれども、

88 年に設立された国連の組織でございます。ＩＰＣＣは、ここにありますように気候変動

に関する 新の科学的知見を評価する組織でございますけれども、実はみずから研究をす

る組織ではございませんで、世界にいろいろ発表されている研究論文を評価するという組

織でございます。また同時に、ＩＰＣＣは政治的といいますか、政策的には中立でございま

して、特定の政策の提案を行う組織ではございません。 

 近の議論のベースになっておりますのは、ここにある 2007 年に出された第４次評価報

告書というものでございます。第４次評価報告書でございますけれども、これ御覧になった

ことがあるかもしれませんけれども、こんな表示をしておりまして、産業革命前からの世界

の平均気温の上昇を、右の列にあるようなこの温度の上昇幅くらいに抑えようとすると、温

室効果ガスはどのくらいの濃度に安定をしなければいけないか。そのためにはどのくらい

の時点でピークアウトをしなければいけないか。ピークアウトというのは、御案内のように、

今はまだ排出量がふえているわけですから、これを下げるためにはどこかで頭打ちをしな

ければいけないわけですけれども、この頭打ちの時期はいつかということでございますけ

れども、それを書いている。それから、あわせてそのためには 2050 年のＣＯ２排出量とい

うのは世界全体ですけれども、どのくらいにならなければいけないかということでござい

ます。 

 これは先ほど申し上げましたように、いろんな世界に出ている論文を評価して、その論文

を便宜的に３つのカテゴリーに区分をして、その成果を整理したものでございまして、特に

ＩＰＣＣとしてどの政策オプションをとれと言っているわけではございません。また、ＩＰ

ＣＣが出しているもので、次のページにも同じような表が出ておりますけれども、これも別

の評価の仕方をしておりまして、３つの安定化濃度を設定して、各いろんな論文を評価して

整理したというものでございます。この中で 450ppm、シナリオＡというシナリオが一番目

ぐらいにございますけれども、これを達成するとすると先進国は 2020 年には 25％から 40％

の削減、2050 年には 80％から 95％削減しなければいけない。それから、途上国については、

相当の削減を要すると書いておりますけれども、具体的な数値は示していないことでござ

います。よく国のほうの議論、あるいは世界的な議論、それから新聞紙上でも 25％から 40％

先進国は削減だという話が出てきますけれども、その根拠は基本的にはここにあります。 

 この 25％から 40％はＩＰＣＣが整理をした数値を引っ張って、議論されていることが多

いわけでございます。ただ、重ねて申し上げれば、これはＩＰＣＣがこのパスをとれとかと

いうことを言っているわけではなくて、世界の論文を評価して、カテゴライズして示せばこ



ういうことが示せるということを言ったわけで、もちろん我々政策当局としては、こんなも

のも当然念頭に置きながら議論しているわけでございますけれども、この位置づけという

ものについては、しっかり認識しておく必要があるというふうに考えてございます。 

 ちょっと子供だましのような絵でございますけれども、地球の自然界が吸収できる温室

効果ガスの量というのは大体決まっておりまして、これは図の一番左の下のほうでござい

ますけれども、自然の吸収量というのは 31 億炭素トン／年間でございます。 

 蛇口の絵がありますけれども、現在、地球上には人為的な排出量というのが年間で 72 億

炭素トン出ておりますので、この差し引き勘定が合わないわけでございまして、これは人為

的に吸収するよりも多く出た、排出された温暖化ガスというものがだんだんたまっていっ

ているということでございます。後で出てきますけれども、2050 年半減というのを我が国

で言っておりますし、今回のＧ８でも基本的に合意をされたわけでございますけれども、そ

れを目指すということは、基本的には自然が吸収できる量と人為的な排出量をバランスさ

せると。今はほぼ１対２の関係になってしまっていますけれども、これを１対１の関係にす

るというのが究極的な目標でございます。 

 全くの基本的な話をさせていただきましたけれども、この後これをベースにどういう戦

略をするべきか、今国が考えている戦略をお話しさせていただきたいと思います。 

 も基本となっている政策は、昨年５月に発表しておりまして、お聞き及びかもしれませ

んけれども「COOL EARTH50」という美しい星 50、美しい星へのいざないというようなタイ

トルがついておりましたけれども、比較的クールアースという言葉が定着をしまして、世界

的にもクールアースという言葉を言うと、何となく日本の提案ということが定着をしてお

ります。 

 昨年５月に発表された政策パッケージですけれども、この中では３つの提案をしてござ

います。１つは長期の戦略でございまして、この中で、先ほど少し言ってしまいましたけれ

ども、世界全体の排出量を現状から 2050 年までに半減しようということを提案しておりま

す。そのためには革新的技術の開発、それから低炭素社会づくりというものが必要なことを

言っております。 

 もう１つの提案は中期戦略でございまして、これはいわゆるポスト京都ということで、先

ほどお話をしたように、現在の京都議定書は 2008 年から 2012 年までの話でございますの

で、このあとの国際的な枠組みというのは、まだ全く何も決まっていないということでござ

いまして、今まさに国連をベースに議論をしているところでございますけれども、このいわ

ゆるポスト京都について提案をしております。ここでは３つの原則というものを提案して

ございまして、１つはすべての主要排出国の参加が必要である。このためには第２、各国の

事情に配慮した柔軟かつ多様性のある枠組みが必要である。そして第３、環境保全と経済発

展の両立が必要なのだというものを示しております。 

 それから、提案の３つ目でございますけれども、これは短期戦略でございまして、現在の

京都議定書を確実に達成する必要があるのだと、そのために全力を投入するということを



言っているわけであります。 

 これを少し絵にしてみますと、こんな絵がありまして、中期の目標というのは実は 2020

年ころか、2030 年ころが中期の目標の範囲と言われていますけれども、厳密にはこれも国

連交渉の議論の対象でありまして、いつを中期の目標に設定するか決まっておりませんけ

れども、おおよそ 2020 年から 2030 年ということで、ここまでについては温室効果ガスを

ピークアウトすることをねらっていったらどうかと。そのためには省エネを世界で展開す

ることを基本に据えたらどうかというふうに考えてございます。 

 2050 年で世界の排出量を半減だと言っておりますけれども、これを実現するためには、

やはり現在の省エネ技術等々を積み重ねていくだけではなかなか難しいということでござ

いまして、この 2050 年の長期的な大きな削減に向かっては、革新的技術というものが必要

だということで、これを開発していくということを言っております。 

 これをもう少し具体的に言葉であらわしましたものがこちらでございまして、今年に入

りましてからクールアース推進構想ということで、先ほどの「COOL EARTH50」のもともとの

提案をさらにもう少し具体化したものとして、ことしに入りまして提案させていただいた

ものでございます。こちらについては、ポスト京都のフレームワークとしては、日本として

も、主要排出国とともに国別総量目標を掲げてしっかり取り組みますと。そのためには、セ

クター別に排出量からの削減可能量を積み上げて計算する、いわゆるセクター別積み上げ

方式の提案をしました。 

 それから、基準年の見直し的なことも言っています。基準年というのは、先ほどスライド

にありましたけれども、現在の京都議定書では 1990 年から何パーセント削減ということで、

90 年を基準に考えておりますけれども、90 年の基準というものが引き続き、いわゆるポス

ト京都の枠組みでも適切なものかどうか、というのは議論の対象ではないかというのを提

案してございます。 

 それから、国際的な協力につきましては、先ほど申し上げたように 2020 年、2030 年まで

は省エネを徹底的に世界で進めることが必要だと考えておりますので、特に日本が得意な

省エネでございますので、しっかり日本がリードをして、世界のエネルギー効率を徹底的に

高めていくということを考えております。そのために、国際協力の一番下にございますけれ

ども、資金メカニズムということで、とりわけ途上国に協力をしていくためには、やはり資

金が必要だということで、クールアース・パートナーシップという名前をつけておりますけ

れども、新たな資金メカニズムについても検討をしているわけでございます。 

 それから、 後はイノベーションということで、長期の大幅削減に向かって革新技術の開

発をしっかり進めていこうということでございます。 

 ちょっと繰り返しのようになって恐縮ですけれども、さらに前のスライドがことしの１

月に提案したものでございまして、さらにことしの６月に入りまして、サミットを直前に控

えまして、サミットは７月初めでございましたので、サミットを直前に控えて、より日本の

リーダーシップをしっかり発揮する、日本の提案をよりはっきりさせるのだということも



ありまして、ことしの６月に総理がビジョンを改めて発表をしてございます。 

 この中では、もちろん長期については 2050 年半減ということですけれども、日本として

も 60％から 80％の削減をするということを発言してございます。それから、中期について

も少し踏み込んだ発言をしてございまして、2020 年までに 14％、これは現状から 14％の削

減をするということを話しをされてございます。これは後ほど出てきますけれども、長期エ

ネルギー需給見通しということで、エネルギーの需給をベースに計算した数値がございま

して、これを引用するような形で 14％削減ということを言っていただいております。ただ

し、日本の国別総量目標、日本がポスト京都で具体的に何パーセント削減するというのを言

うかということについては、来年のしかるべき時期に発表すると、そういうことにしてござ

います。 

 革新的技術開発については、引き続きもちろんしっかりやっていくということでござい

ますけれども、とりわけ国際的な協力が必要だということで技術開発ロードマップを世界

で共有して進めていこうというようなことを呼びかけております。そのほか太陽光発電の

導入量の大幅増加、白熱電球を省エネ電球に切りかえることであるとか、あるいはＣＯ２排

出を､見える化を進めることなどの具体的な政策をとっております。 

 この後、今国の戦略の全体像をお話しいたしましたけれども、短期、それから中期、それ

から長期ということがございますけれども、その１つ１つカテゴリーを区切ってお話しを

させていただきたいと思います。短期戦略は、今の京都議定書で課せられている義務である

90 年比マイナス６％をいかに達成をするかということであります。これについては、現状

はこんなことになってございまして、この棒グラフの左端が基準年でございますので、90 年

の値でございます。90 年からマイナス６％ですから 2008 年から 2012 年には 90 年より下が

ったところにいなければいけないわけでありますけれども、2005 年の現状を見ますと 90 年

より全部ふえている。プラス 7.7％という状況でございます。 

 2008 年から 2012 年、実際はトータルというか、平均で目標を達成すればいいわけですけ

れども、便宜的にその中間地点である 2010 年の棒グラフが書いてございますけれども、こ

れは現状から考えれば相当下げないといけない。もともと立てておりました京都議定書の

目標達成計画では、どうもここまでは到達しないということでございまして、ことしの３月

に追加的な対策というものを決定してございます。これがこのページの下の黄色の枠の中

に書いてあるものでございます。引き続きこれをしっかり推進して、何とか 90 年比マイナ

ス６％という義務を達成するということを目指しているわけでございます。 

 それから、中期戦略、これは省エネが中心になるわけでございますけれども、 近はセク

ター別アプローチという言葉を使って説明しておりますが、それは少し後で御説明を申し

上げたいと思います。中期戦略で、先ほどすべての主要な排出国にしっかり入ってもらうこ

とが必要だというお話をしました。この図を見ていただければ一目瞭然でございまして、左

の円グラフがございますけれども、現在の京都議定書で削減の義務をかぶっている国は全

体の 30％でございます。30％の国がトータルとして 90 年比マイナス５％ぐらい削減をしよ



うという区分けでございますけれども、残りの 70％の国が何ら削減をしなければ、世界全

体で排出量を下げていくというのは、これは極めて難しいのは当然の話でございます。とり

わけ京都議定書から離脱してしまった米国、これは 21％の排出量を占めているわけでござ

いますし、中国はこの 2005 年のデータでは 19％を占めているわけでございますけれども、

いろいろなシンクタンクが計算をしておりまして、直近では既に中国は世界のナンバーワ

ン排出国になっているというデータもあるようでございます。 

 いずれにしろ、このような大排出国が義務をかぶっていない状況というのは、これで世界

全体が排出削減をしていくというのはなかなか厳しいということでございます。この傾向

は将来に向かってどんどん大きくなるということで、とりわけ中国を初めとした途上国の

排出量は大幅に伸びてくるということで、ここはやはりしっかり検討して対策を講じない

と、世界全体の削減はおぼつかないということでございます。 

 このためのアプローチでございますけれども､ＣＯ２を下げようとするとどういうこと

があるかというのを少し分解して示しますと、１つは省エネ度を上げるということになり

まして、もう一つはエネルギーのクリーン度を上げる、エネルギーを使うのだけれども、で

きるだけＣＯ２の排出量の少ないエネルギーを使う、エネルギークリーン度を上げる。もう

一つは､これ強調して書いていませんけれども一番右にあるＧＤＰでございまして、いわゆ

る経済成長を抑えるということであります。 

 いずれにしても、先進国にしても途上国にしても、地球温暖化対策のためにＧＤＰ、経済

活動を下げましょうかということはだれも言っていないわけでございまして、またとりわ

け途上国を説得するために、経済活動を抑えてくださいということはとても言えないこと

でございまして、しからばやるべきことというのは省エネ度を上げる、あるいはクリーン度

を上げるということでございます。とりわけ省エネについては、途上国も積極的に取り組み

をしておりまして、産業民生部門の省エネあるいは運輸部門で言えば、燃費の向上というも

のがあるわけでございまして、途上国も積極的に取り組むことができる対策でございます。 

 我が国は、御案内のとおり大変な省エネの努力をしてまいりまして、とりわけ 73 年の第

１次石油ショック以降、大変な技術開発投資、あるいは官民を挙げた省エネの努力をして、

省エネが図られておりまして、ＧＤＰ当たりのエネルギー効率というもので見れば約 37％、

過去 30 年間で改善をしたわけでございます。現在、国のほうで掲げておりますのは、これ

からさらに 2030 年までに 30％改善をするというのを目標に掲げてございます。 

 これは、ほかの国との指標で見ますとよくわかりまして､例えばＧＤＰ当たりのＣＯ２排

出量というもので見ますと、日本は一番左でございますけれども、0.24 という数値がござ

いますけれども、ＥＵ全体では 0.43 ということで、ＥＵでも日本の倍近くにある。他の先

進国も日本の２倍から３倍というようなレベルにございますし、他方インド、中国、ロシア

という国々については、まだまだ相当日本との開きがあるということでございまして、まだ

まだ高効率、効率を高めていく余地があるというふうに考えてございます。 

 ＩＥＡ（国際エネルギー機関）というのが、単位ベースの国際機関がございますけれども、



ここも同じような分析をしてございまして、2030 年のＣＯ２削減ポテンシャル､潜在的な削

減可能量というのはどんなところに潜んでいるかというのを調査したデータがございまし

て、この中では、もちろん先ほどの図、計算式にありましたように、省エネ度を上げるとか、

クリーン度を上げるとか、いろいろあるわけでございますけれども、やはり省エネによる効

果が圧倒的に大きいのだということで、とりわけ途上国においては７割近くが省エネによ

って､ＣＯ２の削減が達成できると、こんなデータを示しているところです。 

 この中期の戦略に関連して、セクター別のアプローチというのをやっておりますけれど

も、これはエネルギー効率というようなものをセクター別に割り出して、技術を特定して削

減可能量をしっかり算出するということでございます。やみくもに省エネ省エネと言った

り、国全体で何パーセント削減するのだというよりは、鉄の産業の分野ではどれぐらい減ら

せるのか、セメントではどれくらい減らせるのか、民生ではどれくらい減らせますか、自動

車ではどれくらい減らせますか、あるいは石炭火力発電からはどれくらい減らせますかと

いうことで、各セクターにしっかり焦点を合てて、そこでこういう技術を入れればこれだけ

減らせますよ、こういう努力をすればこういうふうに減らせますよということを、しっかり

一つ一つ洗い出していこうという作業でございまして、これは実は日本は過去ずっとやっ

てきて、これによって省エネを達成したわけでございますけれども、これを世界にも展開を

して、中国の石炭火力、こういう技術を入れればこれだけ減らせる、だからこういう協力を

して一緒に減らしましょうよとか、こういうものに結びつけていきたい、こういう戦略を日

本はとっているわけでございます。 

 セクター別アプローチというのは、今年に入ったころから割と世界にも定着し、新聞紙上

にも出ているわけですけれども、実はこのアプローチ自体は、先ほど日本はずっとやってき

たというお話をしましたけれども、同時に国際的にもいろんな取り組みがありまして、アジ

ア太平洋パートナーシップという取り組みがございます。日本、米国、豪州、韓国、中国、

インド、カナダの７カ国が集まった枠組みでございますけれども、この７カ国だけで世界全

体の 54％のＣＯ２を出しているわけでございますけれども、この国が集まった取り組みと

して､まさに先ほど申し上げたように鉄鋼、セメント、電力、こんなものに焦点を当てて取

り組んでいる例がございます。 

 したがって、我々は日本でやってきたこと、それからこういうＡＰＰという、今は７カ国

ですけれども、７カ国で取り組んできた取り組み、これを世界にしっかり発信して、世界で

削減をしていこうということを呼びかけているわけでございます。 

 このセクター別アプローチというのは、だんだん定着をしてきてございまして、ことしの

１月にクールアース推進構想ということで、我が国が明確に考え方、コンセプトを提示して

おりますけれども、そのあと日中での共同声明であるとか、あるいはＧ８エネルギー大臣会

合、これは今年の６月にされたものですけれども、あるいは洞爺湖サミットにおいても、セ

クター別アプローチが経済成長と両立する技術移転を通じてエネルギー効率を改善し、排

出を削減する有用な手法だというようなことが盛り込まれて、世界的な認識に定着してき



ているということでございます。 

 日本はこのセクター別のアプローチ、セクター別の積み上げというのを明確に適用した

実践例というのがございまして、これが先ほども少し出ました長期エネルギー需給見通し

というもので、ことしの３月に発表したものでございますけれども、これは具体的に本当に

細かなセクターに割り振って、計算の例が右に書いてありますけれども、例えば住宅であれ

ば太陽光パネルを普及するのだと。これは、2020 年にはですね、新築持ち家住宅の７割に

導入して、現状の 10 倍にするのだということであるとか、あるいは高効率の給湯器をほぼ

すべての新築戸建て住宅に導入するということであるとか、あるいは自動車につきまして

も次世代自動車。これにはハイブリット、プラグインハイブリット、電気自動車、燃料電池

自動車といったようないろんなものが含まれますけれども、これを新車販売に占める割合

を５割に持っていくということでございます。実は、今は新車販売のうちの２％でございま

すので、50 台に１台がいわゆる次世代自動車というものでございますけれども、2020 年に

は 50％、２台に１台はこの次世代自動車になる、ここまで持っていこうではないかという

ようなことを言っている。 

 こういう個別の技術ベースの積み上げをしていくのが、日本の緻密なセクター別アプロ

ーチの例でございまして、ちなみにこれで計算すると、左のグラフですけれども、 も技術

がしっかり開発されて適用されれば一番下のピンクのラインに沿ったような排出削減とい

うものが達成し得るのだというものを示しています。これが 2020 年で見れば、2005 年に比

してマイナス 13％。ここまで持って行く。2030 年ではマイナス 22％まで持っていけるとい

うことを示したものでございます。 

 同じ計算で新エネルギーについて着目をすれば、2005 年度における新エネルギーのエネ

ルギー供給全体に占める割合は、日本の場合 5.9％でございますけれども､ 大導入ケース、

技術を 大限導入したケース、先ほどの計算でございますけれども、これをすれば 2020 年

度には 8.2％まで､2030 年度には 11.1％まで持っていくことが可能であるという計算をし

てございます。 

 他方、もちろんこの 2020 年に 大限技術を導入するケースというものは、ただでは実現

はできないということで、社会的な負担も生じますというものをあわせて計算してござい

ます。この 大限技術を導入するケースの場合には、今から 2020 年までに約 52 兆円の社

会的負担が必要ということでございます。もちろん、これはいわゆるイニシャルコストとい

うものでございまして、新たに導入するための初期投資の話でございますので、実際には若

干高い省エネ機器を導入するけれども、そのあとの燃料使用料は減るので、当然得になって

いくわけでございまして、そういうものは差し引いていない数字でございますので、初期の

ハードルとしては約 52 兆円というような技術、そういうことでやっているという理解でご

ざいます。 

 他方、少し世界に目を転じまして、世界はどんな目標をねらっているかというものを書い

たものがこの図でございます。ちょっと見にくくて大変恐縮なのですけれども、一番上の黒



いドットのラインが米国の状況でございまして、90 年度以降ずっと伸びてきておりまして、

現政権、ブッシュ政権では、実は中期的な目標を出しておりまして、2025 年にピークアウ

トするのだということを目標として掲げております。逆に言えば、2025 年まではまだまだ

伸びていくのだというようなことを言っているわけでございまして、それをあらわしたの

が一番上に書いてあるラインでございます。 

 もちろん、現在大統領選に向けてさまざまな議論されておりますけれども、大統領候補は

いろんな政策を提案しております。これを書いたものが、現在から急に斜め右下におりてき

ているラインですけれども、マケイン候補あるいはオバマ候補というものは、2020 年には

90 年比プラスマイナスゼロということまで持っていくと言っておりまして、すなわち今は

まだ伸びているけれども、2020 年には 90 年と同じくらいのレベルまで戻すのだと言ってお

ります。 

 それから、ＥＵは 27 カ国、実は京都議定書を決めたときには 15 カ国だったのですけれ

ども、その後に 12 カ国ふえまして現在 27 カ国になっておりますけれども、27 カ国で見て

みますと、少しずつ漸減傾向にございますけれども、ＥＵはさらにこの傾向をしっかり伸ば

して、2020 年には 90 年比マイナス 20％に持っていくということを目標に掲げてございま

す。 

 途上国の代表である中国でございますけれども、これは先進国とは比べものにならない

ような急カーブで排出量が増加をしてございます。このままで進めば大変な排出国になる

わけでございまして、ここをどのように対策を講じていくかということが大きな課題であ

るというのは先ほど申し上げたとおりでございます。 

 他方、日本の排出量というのは一番下でございまして、このような大国と比べれば、そも

そも絶対量としてはこの程度であるということと同時に、それほど大きな伸びを示してい

るわけではない。先ほど申し上げたように 90 年比で言うとやはり伸びているわけでござい

ますけれども、これは抑えなければいけませんけれども、こういう全体像を念頭に置いて導

入を進めることが必要だというふうに考えております。 

 少し細かくなりますので簡単にしますけれども、先ほど基準年の問題があるという話を

しました。国によって、基準年のとり方によって、排出削減の量の見ばえというのが結構違

ってくるわけでございまして、例えば日本では、先ほどの長期エネルギー需給見通しの 大

導入ケースというものを 90 年比で見ますと、2020 年に 90 年比マイナス８％でございます

けれども、2005 年比で見ればマイナス 14％になるわけでございますし、米国のマケイン候

補、オバマ候補の公約でございます 90 年比でフラット、90 年比レベルまで持っていくとい

うのは、2005 年比で見ればマイナス 15％になるわけでございます。 

 他方、ＥＵが言っている 90 年比マイナス 20％まで持っていくというのは、2005 年比で

見るとマイナス 14％ということでございまして、例えば 2005 年比というものをとって見る

と、各主要国が言っている見通しなり目標というものは、大体同じような削減の効果として

見ることができます。 



 それから、ＥＵについてはもう一つ論点がございまして、実はＥＵだけはＥＵバブルとい

うことで、日本はマイナス６％の義務を課せられていますけれども、これは日本は日本とし

て達成をしなければいけない。ところが、ＥＵはマイナス８％というのを課せられています

けれども、これはＥＵ全体で達成すればいいので、実はものすごくふえる国があってもいい

のです。ＥＵ全体としてマイナス８％という収支計算ができれば、それでいいということに

なっていまして、ＥＵの中の国としては相当のフレキシビリティを持たせられているとい

うか、ＥＵはそれを勝ち取ったわけでありますけれども。 

 実は、英国とかドイツ、これは非常に大きな目標を課せられておりまして、実際削減も相

当いっておりますけれども、例えば中にはギリシアであるとかイタリア、スペインというよ

うなものは、それほど大きな目標を課せられているわけではないけれども、排出量は大幅に

伸びているという感じでありまして、達成できていない国もございまして、ＥＵの中で個別

に見ていくと相当事情は異なるのだと。ところが、京都議定書というＥＵバブルというもの

を認められている枠組みの中では、これが陰に隠れてＥＵ全体として議論ができる仕組み

になってしまっているということでございます。 

 とりわけドイツについて着目をすれば、割とその事情はわかりやすくなっていまして、ド

イツは西ドイツ、東ドイツがくっつきましたので、西ドイツだけで言いますと、90 年以降、

排出量が伸びていくわけでございますけれども、御案内のとおり、東ドイツ地域は経済停滞

がございまして、排出が大幅に削減をしてございます。これでドイツ全体として見れば、削

減量が減っているように見えるけれども、実は東ドイツが減っているのであって、もともと

の経済効果のあった西ドイツの部分については、実は減っていないことが見て取れるわけ

でございます。ドイツ国内で見てもこういう事情がありますし、繰り返しですけれども、さ

らにＥＵ全体ではより広いフレキシビリティが課せられておりますので、かなり自由度の

ある議論ができるというのがＥＵの状況でございます。 

 それから、一部の議論には先進国がやはり歴史的には責任があるのだから、先進国が削減

をしっかりするべきだと、こういうことがございます。これは当然でございます。先進国が

相当程度の責任を持っているというのは当然でございますので、しっかり削減をする必要

があると思いますけれども、他方ほかの主要途上国をあわせて考えてみると、例えばインド

であれば５％の、積み上げでみれば責任があるわけでございます。中国については８％、他

方日本については３％ということで、歴史的責任論というのはなかなか難しい議論でござ

いますけれども、過去の排出量をずっと足し上げて見ると、今やインド、中国といった国も、

相当程度の分担をしているのだということを理解しておく必要があるわけです。もちろん、

米国やヨーロッパというのが非常に大きな割合であるということは、これは疑いのない事

実でございます。少し長くなりましたけれども、今は中期、2020 年 2030 年ころを念頭に置

いた議論でございます。 

 後に、長期戦略ということで 2050 年、少し飛びまして、これから 40 年以降先の話とい

うことでございますけれども、それをしますと、やはりこれは革新的技術の開発が必要だと



いうこと、これは繰り返し申し上げたとおりでございまして、このために我が国では「COOL 

EARTH－エネルギー革新技術計画」というものをことし３月につくってございまして､これ

に沿って技術開発をしっかり進めていこうということを考えております。 

 ところが、世界でエネルギー分野における研究開発投資というのがどれくらいされてい

るかというのを見ると、全体の傾向としては低め、停滞している状況にございます。オイル

ショックがあったころには、やはりエネルギー開発、技術開発投資が必要だということで、

技術開発投資は急激に伸びたわけでございますけれども、その後、大きく減少して、そのま

ま低めで安定をしているわけでございまして、現在、新たに気候変動問題という大きなチャ

レンジが、我々に降りかかっているわけでございますので、また改めてこのエネルギー研究

開発投資の増加が必要だというふうに考えておりまして、世界にもそういうような呼びか

けをしております。 

 その中で、2005 年の断面で世界のエネルギー分野における研究開発投資を見てみますと、

日本は圧倒的に高い数値を示しております。その次に米国が続いておりまして、ヨーロッパ

各国はそれよりも随分低いところにあるということがございます。我が国が世界をリード

しているわけでございまして、もちろん我々は引き続きリードすべきだと思いますけれど

も、同時に米国あるいはヨーロッパといった国にもしっかりエネルギー開発投資をしてい

ただくことが必要だというふうに考えてございます。 

 「COOL EARTH－エネルギー革新技術計画」というものをつくったと申し上げました｡この

中で我々は、21 の技術というものを設定してございます。2050 年世界半減というのは、こ

れは非常に大きな目標、大変困難な目標と言ってもいいかもしれない目標でございまして、

そのためにはさまざまな、あらゆる技術開発が必要だと考えてございまして、したがってど

れか主要なものを開発すればいいというよりは、我々としては絞りに絞って、それでもこの

21 分野の技術というのが必要ではないかというふうに考えてございます。 

 この中には、エネルギー供給側の発電、送電に関するような分野。これは高効率の石炭火

力、あるいはさらに、御案内と思いますけれども、石炭火力から出てきたＣＯ２を回収して

地中に埋めてしまうＣＣＳという技術がありますけれども、やはりこんなものが必要では

ないかと考えておりますし、あるいは革新的な太陽光発電。太陽光発電は今でも相当程度普

及しておりますけれども、もちろんこれを現在の技術のレベルのものをどんどん普及して

いくことは大事ですけれども、同時に、革新的なエネルギー効率、非常に効率のいい太陽光

発電というものを開発していくことが必要だというふうに考えているわけでございます。 

 あるいは自動車の部門で見ますと燃料電池、プラグインハイブリッド、電気自動車等々が

既に考えております。これは大分研究が進んで、市場にもちらほらとお目見えをしておりま

すけれども、例えば燃料電池自動車であれば、これを現在もし普通に売っていて、買おうと

すればやはり１億円、何億円というオーダーの金額になるそうでございまして、これを商品

の型、我々が一般に買える程度の値段にならないと、それは普及しないわけでございます。

電気自動車についてもまだまだ金額は高い状況でございます。ここの写真に出ているのは



おそらく三菱のアイミーブという車ですけれども、これは軽自動車で通常にガソリン車で

買えば 100 万円プラスアルファぐらいの金額だそうでございますけれども、この電気自動

車に改良したバージョンというのは､もし私用で普通に買えるとすると 500 万円ぐらいの金

額がつくということでございまして、まだまだ技術開発をしていかないと一般に普及する

という金額にはならないということでございます。 

 また同時に、これ新たなタイプの自動車を普及するためには、現在ガソリンスタンドが幾

らでもあるから、我々は普通にガソリン車に乗れるわけでございますけれども、一方燃料電

池自動車のためには水素が燃料でございますので、水素ステーションがないと乗れないと

か、あるいは電気自動車、これは燃料が電気でございますので、ご家庭で夜に充電する分に

はもちろんいいのですけれども、遠出をしてどこか遠くにドライブに行くといったときに

はうちに戻れないわけですから、電気スタンドがどこかにないと、これを続けることはでき

ないということで、車両本体の開発ももちろん必要ですけれども、社会的な整備というもの

も必要だと考えてございます。 

 それから、エネルギー需要側で見れば製造部門でさまざまな革新的な材料であるとか、加

工技術などというものが必要でございますし、とりわけＣＯ２の排出量が非常に多い製鉄

のプロセスから､いかにＣＯ２を減らすかというのが大きな課題ということでございまし

て、現在考えておりますのは､鉄の原料を鉄鉱石から酸素分を取り出すために、今はコーク

スという炭素の塊ですけれども、炭素の塊を使っています。こうした炭素の塊と酸素分が反

応するわけですから､ＣＯ２が非常にたくさん出てくるわけでございますけれども、このコ

ークスという炭素の塊のかわりに水素を使ってやるわけです。そうすると酸素と水素の反

応になりますので、出てくるのは水になるということで、ＣＯ２が出ずに水が出て製鉄が、

プロセスができているというようなプロセスが考えられておりまして､こんなものを開発

していこうと考えております。 

 もちろん、需要側ではこの産業プロセスに加えて、いわゆる民生部門、家庭であるとか業

務部門でどれだけ省エネをするかというのが重要でございまして、ここにあるような省エ

ネ住宅、ビルあるいは高効率照明。白熱灯を蛍光灯にかえるというのは、これはもう当然で

ございまして、これは日本でも呼びかけていますけれども、世界じゅうでこんな動きになっ

ています。ここで考えているのは、蛍光灯ではなく、蛍光灯からさらに効率のよい、まずは

発光ダイオード、ＬＥＤですね、そういうところへ持っていって、その先には、さらに有機

ＥＬというものがございます。 

 これは光る物体、物質を活用した技術でございますけれども、これもちっちゃなレベルで

は携帯電話でも有機ＥＬを使った画面があるようでございます。それから、そのもう一つ前

の世代であるＬＥＤの照明については、自動車のヘッドライトなんかにもだいぶ採用が始

まっております。少し前までは自動車の後ろの赤いブレーキランプなんかには随分入って

いたのですけれども、いよいよ光度がしっかり出るようになって、ヘッドライトにも使える

ようになったということでございます。こういう技術を活用して、今開発しているのは、蛍



光灯タイプのところにも使えるようなＬＥＤタイプの電灯というものもつくり始められて

おります。 

 こういうものが技術開発を通じて、しっかりコスト削減をすることが重要でございまし

て、例えば電球は、今１個大体 100 円ぐらいで買えますね。蛍光灯型の電球になるとその 10

倍の 1,000 円ぐらいするわけです。同じ電球型の蛍光灯でございますと、あれを買うと１個

1,000 円ぐらいすると思うのです。さらに、電球型ＬＥＤも開発されていまして、これはま

だ１万円ぐらいするということで、電球の 100 円に比べて 1,000 円、さらにその 10 倍の１

万円ということで、まだまだ高いということで、技術開発の余地というのはまだまだという

ふうに考えてございます。 

 もちろん電池使用の燃料電池、ヒートポンプ、それから省エネ型の情報機器、これはグリ

ーンＩＴなんていうふうに呼んでいますけれども、我々が使っている情報機器から出てく

る発熱含めＣＯ２の発生が相当多いわけでございまして、これをいかに削減するかという

のがあります。こんな 21 技術を総動員して削減していこうと考えています。 

 我々は 21 技術一つ一つについて、どういう技術課題があって、どういうふうにコスト削

減して、いつ市場に投入していくかというようなことを技術ロードマップと呼んでいます

けれども、この 21 技術一つ一つについて書いてございます。 

 21 技術、この図は 2050 年大幅削減に向けては、21 技術を総動員をすることが必要であ

ることを示したものでございます。もちろん 2050 年半減というのは世界全体で目標にしよ

うと言っているわけでございますので、日本が幾ら技術開発を頑張ってもそれだけではな

かなか全体の削減はできない。世界で協力をして進めていくことが必要だということで、環

境エネルギー国際協力パートナーシップなんていう名前をつけておりますけれども、国際

的な協力をして技術開発を進めていこうと呼びかけている状況であります。 

 第１は、投資をしっかりしていくことが必要であるし、それから技術開発ロードマップの

共有ということで、向かっていくべき目標を共有して進んでいこうではないかということ

を呼びかけてございます。これはエネルギー技術開発のための予算措置でございまして、現

在 21 年度予算の要求ということで、我々政府の中では財務省のほうに予算要求をした段階

でございますけれども、この 21 技術の開発のために 1,047 億円を投資したいということで

要望しているわけでございます。 

 ちょっと長くなりますが、 後に国際的議論の動向でございますけれども、これは非常に

主要なものを寄せ集めて、どんな動向になっているかというのを書いたものでございます。

一番上のほうの欄にある気候変動枠組条約と書いてあるのが、これが主戦場というか、ここ

で京都議定書についても決まるし、いわゆるポスト京都についても決まるということでご

ざいまして、ＣＯＰというのをお聞き及びと思われますけれども、毎年１回、 近は大体 12

月に開催されますけれども、次期枠組みについてどうしようかということを議論すること

になってございます。 

 昨年 12 月にパリでＣＯＰ13 というのがありました。ここで 2009 年に開かれるＣＯＰ15



で次期枠組みについて合意をしようと、そのために昨年 12 月から来年 12 月までの２年間

で、しっかり議論をしていこうということが決まっております。このために現在さまざまな

議論が行われているわけでございます。他方､この国連の議論は 190 カ国が集まってやる議

論ですから、議論が収束をして､方向が出て､枠組みが決まってというのは、なかなか容易で

はございません。このためにさまざまな議論の仕方というものを考えておりまして、その一

つはやはりサミットというものをうまく活用していくことだというふうには考えておりま

す。 

 サミットはＧ８でございます。世界のリーダー格の８カ国が集まった場でございますの

で、ここで大きな方針を出して、何とかＣＯＰの議論に結びつけできないかというふうに考

えておりますので、そういう意味で、ことしのサミットでも環境問題が主要な議論になった

というのは、戦略的にも当然うなずけることができると考えてございます。 

 サミットに先立ちまして、エネルギー大臣会合であるとか、環境大臣の会議とか、こんな

ものもありました。 

 それから、その下にありますＭＥＭと書いたものがございますけれども、これはメジャー

エコノミーズミーティングというふうに言っておりまして、世界の主要国、主要経済国が集

まった会議でございまして、これはサミットより少し大きくて、16 カ国が集まった場でご

ざいます。16 カ国まで数えていきますと、実は先進国だけではなくて中国とかインドとか

といった主要な途上国も入ってまいります。そういう意味では、Ｇ８のサミットというのは

先進国だけの集まりでございますので、先進国の考え方が反映されたものになるわけです

けれども、ＭＥＭという場は、16 カ国に拡大したおかげで、主要途上国も入った場になっ

ておりますので、ここではより国連に近い、国連に影響力のある議論がし得る場だというふ

うに我々も位置づけております。 

 ７月の上旬のサミットのときには、サミット、サミットと一言で言っておりましたけれど

も、Ｇ８の首脳だけが集まったサミットという会議の場と、ＭＥＭの 16 カ国の首脳が集ま

った場と、実は両方会議がありまして、両方で宣言が出ております。そういう意味では、位

置づけがそのようにちょっと異なりますので、そこについては十分な認識が必要でござい

ますし、それぞれをうまく活用して国連の議論へ結びつけていくことが必要だというふう

に考えてございます。 

 この日本のサミットイヤー、日本のサミット議長国としての役割として、エネルギー大臣

会合がありまして、こと細かなところは飛ばしますけれども、より低炭素なエネルギーの促

進、省エネの促進、あるいは革新的エネルギー技術開発と、先ほど申し上げたようなことが

しっかり大臣の共同声明として出てございます。それから首脳宣言でも、新聞ではいろいろ

辛口もございました。もちろん、我々としてもまだまだやれる部分はあるというふうには思

っておりますけれども、あの時点では、できる限りのことができたのではないかというふう

に認識してございます。 

 先ほど申し上げた 2050 年半減というものを世界の目標にしようというようなことはしっ



かり認識をすることができましたし、あるいは中期目標についても先進国は先進国として、

途上国は途上国として、しっかり役割をしていくのだということが打ち出せたわけでござ

います。セクター別アプローチについても、有用なものということでしっかり定着してござ

います。 

 次のページには同じようなことが書いてございますけれども、これが先ほど言ったＭＥ

Ｍの会合、45 ページはＭＥＭの会合から出てきた首脳宣言でございまして、その前のペー

ジのＧ８と比べていただけば細かな違いなのですけれども、Ｇ８のほうがやはり一歩踏み

込んだ書き方になっておりまして、このＭＥＭのほうは若干それに比べればトーンが落ち

ているわけでございますけれども、例えば 50 年半減というのが 44 ページの首脳宣言には

しっかり書いてあるけれども、45 ページのＭＥＭのほうにはそういう言葉、数値までは入

っていない。これは繰り返しですけれども、ＭＥＭのほうは中国、インド等々の途上国も入

った合意になっていますので、まだまだそういう数値に非常に抵抗のある途上国をそこま

で持っていくことはできていないということでございます。他方、長期目標を採択すること

が望ましいというようなことを言わせるところまではできているということでございます。 

 中期目標についても、途上主要経済国は対策をとらない場合からの排出量の減少を目指

した国ごとの適切な緩和行動をとるということで、これまで京都議定書で何ら義務のかか

っていない国が何らかしっかりしなければいけないのだということを宣言させたというと

ころについては、非常に大きな意味があるというふうに考えてございます。 

 ちょっとこれは飛ばしますけれども、ＣＯＰの枠組みのもとで、国連のほうの枠組みで、

現在も頻繁に会議が開かれておりまして、直近では８月 21 日から 27 日にガーナで国連の

外交が行われました。まだまだ議論中でございます。 

 再掲でございますけれども、サミットは終わりましたけれども、本丸であります国連の議

論というのは、これからますます本格化するわけでございまして、年末のＣＯＰ14、ことし

はポーランドでありますけれども、それに向かって、さらには来年の末、これは交渉の一応

の期限となっておりますけれども、ＣＯＰ15 に向かって、この議論はますます熱を帯びて

くるということでございます。 

 それから、 後に、新エネルギーについて若干触れさせていただきたいと思います。49 ペ

ージに先ほど見たような図がありますけれども、先ほど省エネのほうに少し中心を置いて

しゃべりましたけれども、同時にＣＯ２の排出を削減するためにはエネルギーのクリーン

度を上げることが必要でございまして、とりわけ新エネルギーの導入。日本では新エネルギ

ーというと若干世界と違った角度で言っていますけれども、再生可能エネルギーととらえ

ていただいていいと思いますけれども、これを進めていくことが大事だというふうに考え

てございます。 

 日本は、この国際比較で見ますと一番右にあるのですけれども､5.9％でございます。実は

ヨーロッパでは、再生可能エネルギーの導入は相当進んでいるのではないかという認識が

ございますけれども、イタリア、フランス、ドイツ、英国なんかを見ていただきますと、日



本と同等のレベルに実はあるわけでございます。例えばスウェーデンのように水力発電で

相当な電力を賄っている、そういう特殊な事情がある国については、非常に高いということ

がありますけれども、ＥＵ27 全体で見ても 6.5％ということで、日本の 5.9％とさほど変わ

りはないのだということは前提として御認識いただければと思います。 

 我々はこの再生可能エネルギーを中心に、ますますしっかり導入にかかっていきたいと

思っておりまして、先般７月 29 日に低炭素社会づくり行動計画というのを政府として決定

しておりますけれども、この中でも、とりわけ太陽光発電の導入の大幅拡大というのを中心

に政策を打っていくということを宣言してございます。 

 先ほど言いましたけれども、さまざまな対策を打って､現在 5.9％の再生可能エネルギー

の比率を 2020 年には技術を 大限導入して 8.2％、2030 年には 11.1％というレベルを目指

していこうということを考えてございます。 

 太陽光発電については、重ねて新聞等でも報道がありますので、御案内のことと思います

けれども、日本は 2004 年くらいまででしょうか、世界で 大の導入量ということでござい

ました。そのあと急激に普及導入量を伸ばしたドイツに現在は抜かれております。これは御

案内のとおり、ドイツは固定価格買取制度というものを導入しておりまして、太陽光発電に

よって発電された電力は非常に高価格、キロワットアワー当たり 70 円以上の高価格で買い

取ってくれるということで、これは投資をすれば高価格で買い取ってくれるわけですから、

高額投資みたいなものでどんどんふえたという事情がございます。これによってドイツが

急激に普及量を伸ばしまして、現在世界のトップに立ってございます。 

 他方、ドイツの高額の固定価格買い取り制度というのは、国際エネルギー機関ＩＥＡから

も若干批判が出ておりまして、見直すべきだというようなことが言われております。これは

やはり市場をゆがめるわけでございますし、見直されるべきだという考えで指摘をされて

ございます。したがって、日本でも導入をふやすために高額の買い取りをしたらどうかとい

う議論はあるわけでございますけれども、検討することは必要だと思いますけれども、国際

的な機関からの指摘等々も踏まえて、慎重にどういうやり方がいいのかというのを考える

必要があるというふうに考えてございます。 

 風力発電については、大分導入が進んでおりますけれども、世界的レベルで見ればまだま

だ十分ではないレベルでございますし、技術的にも出力が不安定というのは、技術的に検討

すべき課題だというふうに考えてございます。 

 21 年度の予算要求では、新エネ関連、とりわけ新エネの普及導入について大きな予算措

置を講ずることを考えてございます。これはまだ要求中でございますので、これから政府内

の議論、あるいは国会の議論を踏まえて、どういうことになるか一概には申し上げられませ

んけれども、太陽光発電の大量導入というものをこれだけの額を取り入れていきたい。とり

わけ住宅用の太陽光の補助金等々について検討していきたい。具体的などういう措置を講

じるかというのは検討中でございますので、予算措置とあわせて、また皆様にもお知らせす

る時期が来ると思いますけれども、現在予算措置、それから政策の内容についても、全体に



ついて検討中でございます。 

 私が用意したプレゼンテーションは以上でございます。ありがとうございました。 

○高橋雪文委員長 貴重なお話を賜りまして大変ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑、意見交換を行いたいと思います。ただいまお話しいただいたこ

とに関しまして、質疑、御意見などがありましたらお願いいたします。 

○阿部富雄委員 重点的に取り組むべき 21 のエネルギー革新技術ということで説明いただ

いたわけですけれども、私なりに、果たしてこれがうまくいくのかなということを感じたこ

とが３点ほどあります。 

 １つは、技術革新をやることは必要でありますけれども、果たして国民の購買力が伴うの

かという問題がありますよね。現在でも所得がなかなか伸びきれない状況の中で、購買力を

維持できるという状況がないと、この計画がまず達成できないだろうなということを心配

しましたし、２つ目は先生もお話しされておったように価格ですね、汎用型として本当に開

発可能なのかということです。例えば自動車の問題にしても、電気自動車であれば１台１億

円というのが、ここ 10 年や 20 年で、果たして 100 万円とか 200 万円の価格になるのかな

と、こういうことも懸念されるわけです。 

 もう一つは、知的所有権の関係が出てくると思うのです。これが技術革新にはつながって

も、温暖化防止に果たして障害にならないのかなと、こういうふうな心配もしたわけであり

ますけれども、これら３点については先生はどういうお考えなのでしょうか。 

○市村知也講師 大変鋭い御質問でございまして、先生御指摘の恐らく１つ目と２つ目、国

民がこんなのを買っていけるかということと価格というのは、いわば連動した議論だと思

いますけれども、我々の目標の１つは、先ほど自動車の例を出しましたけれども、技術開発

というのは、性能を上げると同時に価格を下げるためにやっているわけでございまして、現

在も例えば燃料電池にしても電気自動車にしても、価格の高いところはわかっているわけ

です。もともとある自動車部分は高くない、高いのは燃料電池の電池の部分なわけですね、

電気自動車も電池の部分だということでわかっているわけですので、ここの技術開発を徹

底的にやることによって下げていくということで、国民にも実際に買っていただける価格

にするというのが一つの目標だと思いますし、同時にやはり政府の役割というのもあると

思っていますし、１つは技術開発の投資をしっかりすること、価格を下げるために技術開発

をしっかりすることだと思いますし、場合によっては、実際に購入するときの導入補助金と

いうか、少し価格を補てんしてあげるような措置というものもあり得るのかもしれません

けれども、技術開発で価格を下げる、同時に政府のサポートによって、買っていただける体

制を整えていくことが必要だと思っております。 

 それから、３つ目の知財の問題、これも非常に大きな問題でございまして、国内では、こ

れまで日本は技術開発を非常に長い期間続けてきて、知財の整理の仕方というのも、相当、

定着はしていると思いますので、今後、革新的な技術の開発に当たって、改めて大きな障害

が生じるというふうには、必ずしも我々は考えていないのですけれども、むしろ先生の御指



摘で鋭いのは、これが も顕著にあらわれるのは、途上国に移転していくときではなかろう

かと思っています。 

 21 の革新技術は、これは世界で半減をするためにこれをやっていこうということですか

ら、日本でこれをやっても、さっき図がありましたように、日本は世界全体の三、四％の排

出シェアしかないわけですから、日本が半減をしても、世界全体では一、二％減るだけでご

ざいますので、これだけでは効果がありませんので、世界でこういう技術をどれだけ使って

いただけるかというのが成功のかぎになります。 

 そうすると、自動車のように汎用品になってしまえば、普通に売買の世界になりますので、

いわゆる自動車の購入価格には、使用する知財を含めてそういう価格が転嫁されるわけで

すので、途上国にもその価格で買っていただくことで成立すると思いますけれども、とりわ

け産業プロセスになった場合に、これは現地で新たな工場をつくることになりますと、知財

の塊を移転するようになりますので、この知財をどっちがどれだけ所有するのかという大

変大きな問題になります。 

 ここは、革新技術に限らず、実は現在でも大変大きな問題というか、課題になってござい

まして、御案内のとおり、例えば日本の総合環境エネルギーメーカーさんの高効率の工業用

タービンをぜひ中国でも使っていただきたい。ところが、ひとたび輸出をすると、仮に正当

な契約を結んでいても、場合によってはそれを逸脱して模倣される可能性が否定できない。

したがって、 新鋭のプラントは出したくないのですというようなことを言っておられる

会社があります。現在でもそういうことがあることを考えると、こういう革新技術を、例え

ば先ほど申し上げた､鉄で水素を使ってＣＯ２の削減、物すごく低いプラントができました

といったときに、日本企業は 大のお金を払って開発をして、仮に成功したとして、それを

中国に「はい、どうぞ」といったときに、それで産業界がやってくれるかどうかというのは

大変大きな問題だと思います、産業だけではないかもしれませんけれども。 

 したがって、先生が御指摘の知財権の整理というのは、とりわけ国際的に展開をしようと

すると非常に大きな課題になると思いますので。ここは、実は国連の議論でも大きな課題に

なっておりまして、流通、いわゆる技術移転ですね、技術開発はともかく、技術移転をその

先に、必ずやらなければいけない技術移転をどうするかというのが大きな議論になってい

るのは御指摘のとおりでございまして､引き続きいろいろ議論をしていくしかないかなと

思います｡ 

○熊谷泉委員 ちょっと基礎的な質問するのですが､よくＣＯ２が何億トンという数値が

近出るのですが、ちょっとよくわからないのは森林の吸収力でＣＯ２何トンとかと言い

ますが､これは光合成をもとにしてＣＯ２のそれを基礎にして測定しているのか。 

 あとは、コークスとかは炭素の塊みたいなものなので、１トン燃やせばＣＯ２が幾らだと

いう計算で、そういう何トンになるのか､その辺のお話を。 

 あとはＣＯ２はなく炭素トンという表現もあるので､その辺はどういう計算の概念で出

てくるのか。 



 あと１つは、国際的な排出量の取り引きとかという話になってくるのですが、オイルを量

で買ったら単価が幾らと、これは全くわかりやすいのですが、いわゆるＣＯ２の取り引きの

場合には､ある意味では、全く漠然としたものを空想の世界で売買しているような感じがす

るのですが、この辺の国際的技術があるものなのかどうか、その辺をご教示お願いしたいと

思います。 

○市村知也講師 まず、計算のベースとなる数字の数え方でございますけれども、これは御

指摘のように炭素、Ｃだけでカウントする場合と、それにＯ２をつけてＣＯ２に換算した場

合と、両方の換算があります。どちらも科学的にはＣでもＣＯ２でもＯ２の分をつければい

いだけなので、どちらでも換算することはできるので、これは世の中には両方併存していま

すけれども、お気をつけいただきたいのは、ある計算をするときに、どっちかにそろえて計

算していただければ、実はどっちでもいいです。Ｃで計算していただいてもＣＯ２で計算し

てもいいのですが、こんがらかって計算をするとも物すごく変な計算が出てきますので、そ

れだけ注意いただければ、どちらに合わせて計算いただいても構わないということでござ

います。 

 それから、温暖化ガスというのはＣＯ２だけではございませんで、フロン系の物質とか幾

つか､プラス５つぐらいガスがあるわけでございますけれども、これもどうやって計算しよ

うかというと、これも別々に計算していると、温暖化ガス全体の問題をとらえることができ

なくなりますので、温室効果というものを科学的に算定しまして､例えばフロン１グラムは

ＣＯ２に換算すればどれくらい温室効果があるかというのを科学的に数値を転換して､Ｃ

Ｏ２換算量として足し上げていくというのが一般的な手法でございまして、したがって､Ｃ

でもＣＯ２でもいいのですが、すべて単位、基準をそろえて足し上げるということが基本に

なります。 

 それから、もう一つ、とはいえ難しいのは、先生御指摘の吸収なのですけれども、これも

研究によって、どういう木であればどのぐらいのＣＯ２吸収量があるかというのを科学的

に算定をして決めることになっているのです。京都議定書でもＣＯ２の吸収を勘案してい

いということになっていますけれども､ただこれをやみくもに勘案していいことにすると、

単に国土が広くて木がたくさんある国は幾らでも吸収できますということになってしまう

ので。ただ、これはもともとの自然吸収量ではないかという部分もありまして、今、京都議

定書の中で問題にしているのは、その人為的な排出、吸収でございますので、今、京都議定

書では非常に複雑な計算になっていますけれども、野放しの何も手をつけていない森林は、

吸収にカウントはできないのです。ただ、人為的に一定程度にメンテナンスをして、刈って

高さをそろえるとか、余分な枝を刈り取って、要は人為的にしっかり管理をして一定程度の

ＣＯ２吸収量が保てるということを認定された森林が吸収源としてカウントしていいとい

うことになっているのです。 

 ただこれは、私の話を聞いて、皆さんきっと疑問に思うと思いますけれども、そんなこと

って、ちゃんとした計算ができるのかよと。ロシアのおよそ人が入らないような地帯とか、



アメリカでもオーストラリアでも、そういうところがあるわけです。そういうものを本当に

ちゃんと計算できるのか。森林の、ある木の吸収量って本当にそんなものを計算できるのか

という疑問を持つと思うのですけれども、もちろんそのとおりでございます。これは、余り

にも複雑、かつ微妙、かつ計算の仕方によっては、ある国にすごい量の吸収量が付与されて

しまうので、国連でも大変な問題になっていまして、結論から言うと決着がついていないで

す。 

 この温暖化問題を話すときに、排出のほうの話、とりわけエネルギー起源のＣＯ２、エネ

ルギーをどれだけ減らしてＣＯ２を減らしますかというような話が中心で､私のきょうの

話、私も資源エネルギー庁の人間でございますので、エネルギーを中心にエネルギーを使用

したことによって出てくるＣＯ２の話を中心にしますけれども、実はそれ以外の排出源も

ある上に、加えて、実は吸収の部分というのが非常に大きなポイントであるというのは認識

いただければと思います。ただ、そこはまだまだ解決していない問題でございます。 

 後に、ＣＯ２の国際的な取り引きの問題として疑問をいただいております｡この価格も、

決まった価格がございませんので、例えば、先ほどのプレゼンの一等 初に京都議定書のも

とでは京都フレキシブルメカニズムというのがあると話をしました｡これはＣＯ２の排出

権を国際的にやりとりしてもいいですよという仕組みでございます。日本は御案内のとお

り、もともとこれを当てにしている計算をしてございまして、我が国国内の努力だけでマイ

ナス６％というのは、ほぼ不可能だろうということで、ほかの国からＣＯ２の排出量を買っ

てくるというのをもともと計算に織り込んでございます。 

 これはどうやって買ってくるかというと、特に日本の場合は、途上国に日本が出資をして、

例えばエネルギー効率を高めてあげるとか、省エネをやってあげる、あるいは新エネ機器を

導入してあげるということによって､それを導入しなかった場合に比べて、どれだけＣＯ２

が削減できましたかと計算をするわけです。例えば、中国に石炭火力をつくります。中国だ

けでつくればこんな性能の悪いプラントをつくったであろうに、日本が支援をして 高級

の効率の機械を入れてあげました。そうすると、効率のいい機械を入れたことによって、こ

れだけＣＯ２を削減することが計算上できますと言って､それがいわゆるクレジットとい

うＣＯ２排出量になるわけですね。それは日本に持ってこれるわけですけれども､これを幾

らで中国が日本に売ってくれるかというのは、相対取り引きの交渉事なので、１トン当たり

1,000 円でいいですよという契約ができるかもしれないし、いやいや､日本は絶対欲しいの

でしょう、5,000 円以下では売れませんねと言って､どんどん値がつり上がってくるかもし

れない。 

 このＣＯ２の売買の問題というのは、今国内でも御案内のとおり排出権取り引きという

のを議論したりしていますけれども、 も懸念すべきは、１つはやっぱり価格のつけ方が非

常に流動的になるということでありまして、とりわけ現在､国際的に取り引きされているＣ

Ｏ２の排出量は、多くのものは 終需要時というか、本当に欲しい、例えば日本とかに届い

てなくて、金融ブローカーの間に眠っていると。ある会社が中国に出資をして省エネをする､



ＣＯ２削減量を稼ぐ。それを 1,000 円で買い取るわけですね。今度は、次のブローカーに

2,000 円で転売をする。どんどん転売して 3,000 円、4,000 円と上がっていく。 後に、仮

に日本が 終需要者とすると、日本に回ってきたときには、１トン当たり１万円になってい

ましたということがないわけではないわけです。そういうものが今の仕組みの中では規定

もされていないし、否定もされていないので、そういうことが生じているということで、ち

ょっと余談になりますけれども、日本の国内で仮にその排出権取り引きの仕組みを導入す

るといったときにも、市場のメカニズムが余りにも容易に入れてしまうと本来気候変動問

題の対策のためにＣＯ２をしっかり削減するという目的から若干外れた､これをネタに大

もうけしようという人が入り込む可能性を否定できないということで、そこを我々も大変

危惧しております。 

 したがって、ちょっと御質問の答えになっていないかもしれませんけれども､ＣＯ２の価

格づけというのは、非常にフレキシブルな、危うい状況の中で行われている側面があるとい

うことは御理解いただければというふうに思います。 

○木村幸弘委員 市村先生には大変様々なお話をいただきありがとうございます。 

 それで、ちょっと今質問にも出ましたけれども、１つは、森林吸収源の関係で、岩手も国

の目標６％に対して８％削減というＣＯ２削減目標を掲げて計画づくりが進んでいるわけ

ですが､森林吸収源の関係で言うと、岩手の計画も、先日ちょっと説明を受けたのですが、

国のほうから森林吸収源のある幅といいますか、数値としてこのくらいまでは吸収源とし

て見ていくというふうなことがあって、実は基準年から比べると、岩手も当初目標を立てて

いた部分から逆にふやしているような実態の中で、結果的に、トータルの枠の中で吸収源分

を当初の見込みよりもふやして、まだ上限には達していないのですけれども、結局吸収分で

相殺をして調整を図りながら何とか目標を達成しようかなというふうな、本来的な本当の

ＣＯ２削減のところが､当初目標から上乗せをしていくのではなくて、逆に森林吸収分に頼

りながら目標達成をしていこうというふうな流れがちょっと見受けられまして、これでは

なかなか､実際問題としてのＣＯ２削減は難しいなという感想を持っていたものですから、

実際の話、そういう森林吸収林の関係とあわせて、国の６％の削減目標というのは、どの程

度吸収分の関係で見ているのか。逆に基準年からこうやって見直しがかけられてきている

流れの中で、日本の場合は、吸収源との関係を１つの調整点にしているきらいはないのか、

その点ちょっとお伺いしたいなというのが１点です。 

 それから、あと２点目には、こういった環境問題を考えたときに、私の印象的なものとし

ては、やはりヨーロッパ、ＥＵの環境政策なりが外から見ていて、実際に行って見たり聞い

たりということはないのですけれども、印象としてはやっぱり先進的な取り組みをされて

いるのではないかというふうに思っているのですけれども、先ほど資料の 31 ページでも、

イギリス、フランスぐらいのものだよと、削減目標を出しているのはというふうなことで説

明の資料があったのですけれども、ドイツが太陽光発電などで導入づけとして買い取り制

度を高額でやっているという話を聞いて、なるほどなと思ったのですけれども、そういった



中でＥＵがある程度、新エネ、太陽光あるいは風力を含めて、１つは脱原発ということもそ

れぞれの施策の中で取り組まれている部分もあって、そういった新エネ導入を含めて、かな

り活発ではないかなという印象を持っているのですけれども、もう少しその辺のヨーロッ

パの動きといいますか、特徴的なところをお話しいただければありがたいなというふうに

思っております。以上です。 

○市村知也室長 まず、森林吸収源については、もちろん詳細は、これはまた縦割りと言う

と怒られますけれども、林野庁がやっておりますのであれですけれども、まず 2008 年から

2012 年の京都議定書の枠について言えば、これは計算方法の仕方とか、先ほど私がちょっ

と申し上げた、どういう管理をしたものは計算していいよというやり方は、ほぼ固まってお

りますので、日本はマイナス 3.8％分をカウントするということで、国のほうでも計算をし

ていますので、国連のほうでの計算の仕方もほぼ確定していますので、ここは余り揺るがな

いのだと思います。 

 私自身は、これを具体的な県なり、森林にどういうふうに割り振っているかというのは存

じ上げませんけれども、これはほぼ確定をしているのではないかなと思います。 

 私が先ほど「まだまだ議論があるんですよね、吸収については」と申し上げたのは、むし

ろその 2012 年以降の話でございまして、ここについて、特に国名を申し上げるとちょっと

あれですけれども、例えば現在米国は入っていないわけですね、京都議定書に。しかし、世

界で削減するために米国が入っていないというのはおよそ合理的ではないわけです。それ

から、豪州については、昨年末になって急に参加しますという話で、豪州も離脱組だったの

です。ところが、新政権になって入ったわけですけれども、米国と豪州の共通点は、計算の

仕方によっては、森林吸収がすごくでかくなっているということなのです。 

 我々が避けたいのは、米国は入れたいのだけれども、米国を入れる取り引き条件に、森林

吸収をこういう計算でこれくらい入れていいから入ったら、みたいなことをやってしまう

と、まさに先生がおっしゃるように、国土の広い国は、まさに先生御指摘のように削減努力

をせずに吸収で計算して、収支が合いましたねということだけを言われる可能性があるの

です。 

 そうすると、１つは気候変動問題全体が本当にそういう解決策でいいですかという問題

と同時に、国際競争に絡んで見ると、国土の狭い日本のような国は、どう手入れをして、ど

うやっても森林吸収が急に 10％、20％になることはあり得ないわけで、目標は先進国だか

ら大体同じ程度ですよねと言われると、日本だけは削減努力をすごくやって削減しなけれ

ばいけない。片や、森林にある程度の手間をかければ、吸収で減っていますからと言って、

終わりと言われてしまうと、ものすごい不公平が生じる可能性があるので、ここについては、

とりわけ私が申し上げたかったのは、特に 2013 年以降の枠組みを考えるときに、森林吸収

というのを改めてよくよく議論しないと非常に危うい要素だということを申し上げたかっ

たわけです。 

 それから、ＥＵの政策には我々も学ぶべき点はたくさんあると思います。それから、やり



方というか、ＥＵのリーダーシップですね。ＥＵは、ＥＵ全体として 90 年にマイナス 20％

という数字を先に掲げて、これを域内でどう分担して、どう発生するかと考えさせる仕組み

でございまして、政治的なリーダーシップとしては、こういうやり方もあるのだろうなとい

うふうに我々も思いますし、それはある種見習うべき点ではあろうかと思います。 

 他方、実際にＥＵの各国、ＥＵというのはＥＵとしての事務局というか機能を持った連邦

国家みたいなものでありますから、そこから 20％という目標を決めて各国に割り振るわけ

ですけれども、他方、受け手となる各国の政府の方と話してみると、国によってはものすご

く苦しんでいまして、ＥＵのリーダーシップはいいのだけれども、実際にこれを達成するの

は大変だと。ＥＵは３つ目標を掲げていまして、2020 年に総量でマイナス 20％。これが一

番有名な目標ですけれども、同時にエネルギー効率を 20％改善というのを持っているので

す。３つ目は、これが実は一番きついのではないかと思うのですけれども、再生可能エネル

ギーの比率を 20％にするというのがあるのです。 

 これは、先ほど国際比較を見ていただきましたけれども、ＥＵ全体 27 カ国を見ても、再

生可能エネルギーの比率はまだたかだか六、七％しかない。イギリスなんかはほんの数パー

セントしかないわけですけれども、イギリスにどれくらいふやせと言われるかまだ決まっ

ていませんけれども、とにかくＥＵ全体で六、七％しかない再生可能エネルギーの比率を、

20 年までに 20％にするという目標を掲げているのです。 

 これはリーダーシップとしてはすごくいいのだけれども、各国は頭を悩ませているわけ

です。再生可能エネルギーというのは、割と分散型、あるいはエネルギー効率は必ずしも高

くない技術が多いものですから、火力発電所をぼんと１個建てて割合を高めるのとは違っ

て、再生可能エネルギーで７％のものを 20％にしようとすると、その 13％分は物すごい努

力が要るわけです。例えば、この太陽光パネルにしてみれば、物すごい数のものが要ること

でございまして、実際に政策当局者に話すと、頭を抱えてどうしようかという状況でござい

ます。 

 ドイツのように、進んでああいう政策、固定価格買い取り制度をとった国もございますし、

実はドイツだけでなくてスペインとか幾つか、ドイツ以外の国でも固定価格買い取り制度

を導入したのです。やはりその導入率を伸ばしているという実績はあるのです。他方、市場

をゆがめるということもあって、未来永劫この制度は続かないということは、ドイツもわか

っていることなのです。したがって、そういうさまざまな状況で、葛藤の中で彼らもやって

いるということは、我々も見習うべき点もあるけれども、彼らも彼らなりに相当の苦難をし

て考えているということです。 

 我々のとっている施策というのは、目標をどんと高めに打ち出すということよりは、具体

的に、どこでどれだけ減らしていくのだというのをカウントしてみないと、目標を掲げたは

いいけれども、実際には、およそ産業の奨励でもここまで、再生可能エネルギーもここまで、

残りはほかの国から買ってくるしかありませんねという目標を掲げても意味がないと思っ

ているのです。 



 これは、とりわけほかから買ってきましょうよというところについては、冒頭の御質問で

申し上げたように、これはものすごい価格になってしまう可能性があるわけで、日本の省エ

ネなり、再生可能エネルギーの導入が何ら進まないのに、お金だけを払って貢献をしたとい

う形になるということなのです、日本にとってみれば。世界的には減る効果はあるかもしれ

ませんけれども、日本にとっては高額の何兆円という金を払って、排出権だけを買ってくる

ということで、計算は合いましたというので終わる可能性があるものですから、その目標の

そういうことも含めて考えると、日本国としては、目標の出し方は非常に慎重になるべきだ

というふうに考えておりますし、我々としては、むしろ１つずつしっかり技術を 大限どれ

くらい入れるかというのを積み上げて計算していくほうが、我々の国全体としてのメリッ

トになるのではないかというふうに考えております。 

○亀卦川富夫委員 バイオ燃料につきまして若干お尋ねしたいと思います。 近化石燃料

の枯渇ですとか、あるいは環境問題で非常に注目を浴びておりますが、一方、食料品をそう

いうものに使っていいのかと、例えば性悪説的なものでございますね、あるいは現実に食料

の高騰を招いている。 

 一方、国内においては減反政策あるいは耕作放棄地等が問題になっております。林業分野

でも間伐材の活用といっても限りがある。そういった意味で、このバイオ燃料の国内の位置

づけというもの、関心度というか、そういったものと、農林業の政策とのリンクですね。言

ってみると省庁間の横断的とでも言うのでしょうか。そういったものについての現状、今後

の見通しをお伺いしたいと思います。 

 非常に素朴なあれですが、今灯油が、この辺もそろそろ灯油が、ことしは高いのではない

かなと思うのです。そういったことでありますから、こういうバイオ燃料が灯油として使え

るものかどうか、その辺の産業界における進め方というものもあればお伺いしたいと思い

ます。 

○市村知也講師 ありがとうございます。これもまた気候変動問題の観点でも、エネルギー

問題の観点でも、食料問題の観点でも、三重の難しい問題でございます。 

 まず１つは、バイオ燃料を含め日本は、石油はエネルギー供給のまだ半分ぐらいを占めて

いまして、石油がないとやっていけない世界です。当然その石油はどこから来るかというと、

世界各国から来る。とりわけ、依然として中東依存度は非常に高いですね。したがって、バ

イオ燃料を含めエネルギーの多様化、石油だけではないのだぞという政策は、石油だけでは

ない多様化をしっかりと進めていくという政策は、基本として絶えず持っておくべき政策

だというふうに思います。これにはバイオ燃料も含まれますし、そのほかに、若干邪道かも

しれませんけれども、石炭を液化するとか、形態を変えて使っていくというようなことも含

めて、まだまだいろんなエネルギーオプションがあるのだということを追求していく必要

はあるというふうには思っています。 

 これは日本にとっていいためだけではなくて、産油国に対してもメッセージにはなるの

です。石油だけに頼っているという姿というふうに理解されると、どんどん価格もつり上げ



られる可能性があるので、技術的にはいろいろなオプションがあるのだからなというのを

示していくのは非常に大事な発想であります。 

 そういう意味で、バイオ燃料というのは全体の位置づけからすれば、当然意味があること

であって、議論していくものだというふうに思っています。他方、御指摘のように食料との

競合というのは、これは当然避けるべき問題でありまして、したがって気候変動問題のコン

テクストから、例えば米国、ブラジルが大変なバイオ燃料生産量を持っていますけれども、

これは基本的には安いトウモロコシ、サトウキビからとっているわけですね。これは食べて

甘いわけですから、糖分がたっぷりなわけですよね。だから転換するとすぐエタノールに変

わるということでありまして、したがって、これは非常に安くできるのです。１リットル当

たり数十円でできるということで、当然ガソリン価格と競合できる燃料になっているわけ

であります。 

 他方、トウモロコシ、サトウキビは何かというと、もともとは食料なわけですから、食料

をどんどん、どんどん安いからといってエネルギーにかえて使っていいのかという議論は

当然あって、今回のサミットでも、きょうは出しませんでしたけれども、サミット本体ある

いは外務大臣会合、エネルギー大臣会合にもこの食料と競合というのはしっかり避けるべ

き、議論すべきだとしています。 

 したがって、我々はエネルギーの多様化を追求するものの、食料競合とは絶対に避けなけ

ればいけないということで、我々は食料以外のものを原料とするバイオ燃料の技術開発を

していくということを考えています。 

 日本でも、実は食料になるようなものを燃料にすれば、今のガソリン価格の高騰を考えれ

ば、実は十分に競争できるようなものはできるわけですけれども、それは我々の本意ではな

いので、現在では若干価格は高いけれども、廃材とかあるいは廃棄物から出てくる、ひねり

出されるバイオ燃料というものを追求していきたいと考えておりまして、これはまだ、今で

すと、リッター当たり数百円の価格がつく。したがって、ガソリンがこれだけ高くても、ま

だそれより高いコストがかかりますので、これを下げていくことが必要だということで、こ

れは省庁横断的なとお話がありましたけれども、農林省と我が省でも協力をして、革新的に

バイオマス利用という政策を協力をしながら議論して進めていくところでございます。 

○亀卦川富夫委員 多分に地産地消的なエネルギーだと思うのです。ただ、車に使う場合は

非常に広く使うわけでありますが、その中で、灯油のようなものに代替できないのかなと素

朴な考えがあるのです。いわゆるエネルギー源としては、運輸部門というほかに生活密着の

灯油のようなものにかわらないものかなと思います。あるいは電気を起こすことによって、

電気燃料で暖冷房というものも考えられるわけですが、直接的な燃やし方、全部できるのか

ななんていうことを考えたのですが、そういったふうなことは先生方のお立場の中では考

えがあるのでしょうかということをお伺いします。 

○市村知也講師 技術的には十分可能だと思います。バイオ、エタノールをさらに改質して

バイオディーゼルみたいな軽油系のものにかえることもできますので、意味合いとしては



可能性はあると思います。 

 ただ､気候変動の観点から言うと、自動車からのＣＯ２の排出というのが世界全体の２割

ぐらいということで、これをいかに抑えるかというのが大きな課題になっていまして、正直

申し上げれば、そこにまずは注目をしているのが現状ではございます。 

 ただ、技術レベルでは可能性はあると思いますし、個別のプロジェクトは、例えばＮＥＤ

Ｏというようなところがやっておりますけれども、ああいうところを通じてやっている廃

材や廃棄物を使ったプロジェクトの中には、地域冷暖房みたいなものを組み合わせたプロ

ジェクトというのは可能ではないかなというふうには思います。御家庭で直接に燃焼をし

て使うところの技術開発まで、プロジェクトまであったかどうかは、それはちょっと申しわ

けありませんが。 

○高橋雪文委員長 ありがとうございました。まだまだあるようでございますけれども、時

間となりましたので、これで質疑等、御意見等の挙手を終わりたいと思います。 

 本日は非常にお忙しいところ、市村室長においでいただいて、地球温暖化防止対策の今後

の動向についてお伺いいたしました。本日はまことにありがとうございました。 

 本日の調査は、これをもって終了いたします。 

 委員の皆様方には、次回の委員会運営などについて御相談がございますので、しばしお残

りいただきたいと思います。 

 （参考人退室） 

 次に、１月に予定されております次回の当委員会の調査事項についてでございますが、御

意見などはございませんでしょうか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○高橋雪文委員長 特に御意見がなければ、当職に御一任願いたいと思いますが、これに御

異議ありませんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○高橋雪文委員長 次に、県外調査についてであります。この件につきましては、詳細を当

職に御一任いただいたところですが、現在調整中でございますので、固まり次第、後日御連

絡いたします。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでした。 


